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附則

わたしたちは、ふるさと春日部に愛着と誇りを持ち、こ
どもたちの健やかな成長とこのまちの発展を願って、す
べての市民が尊重され、安心して幸せに暮らせるまちを
つくっていきます。
この思いをまちづくりにつなげるため、わたしたち一人
ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、人と人との
つながりを大切にしながら、新しい自治のあり方を創造し
ていかなければなりません。
こうした理解のもと、わたしたちは、共に考え、共に
協力し、共に行動してまちづくりを推進し、住んでみたい、
住み続けたいと思える魅力あるまちを築き、次の世代に
引き継いでいくため、ここに、この条例を定めます。

（目的）
第１条　この条例は、本市における自治の基本理念を
明らかにし、市民、議会及び執行機関の役割と責
務等の基本的事項を定め、市民が主体的にまちづく
りに取り組む市民自治の実現と協働によるまちづくりの
推進を図り、もって暮らしやすいまちの実現に貢献す
ることを目的とします。
　（条例の位置付け）
第２条　この条例は、自治の推進における最高規範で
あり、議会及び執行機関は、他の条例、規則その
他の規程の制定、改廃及びその運用に当たっては、
この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整
合性を図ります。

　（定義）
第３条　この条例において、次の各号に掲げる用語の
意義は、当該各号に定めるところによります。
（1） 市民　市内に居住し、通勤し、通学し、又は活
動する個人及び団体をいいます。

（2） コミュニティ組織　地域を基盤とする自発的に組
織される自治会等の団体及び地域や市民生活にお
ける課題について、共通の目的又は関心を持つ人
が自主的に活動を行う団体をいいます。

（3） 市民参加　広く市民の意見を反映させるため、
市民が様々な形で市政へ自主的に参加することを
いいます。

（4） 協働　市民、議会及び執行機関が、目的を共
有し、それぞれの役割と責務に基づいて信頼関係
を構築し、対等な立場で補い合い、協力して行動
することをいいます。

　（自治の基本理念）
第４条　市民、議会及び執行機関は、暮らしやすいま
ちを築いていけるよう、それぞれの役割と責務を果た
し、共に考え、共に協力し、共に行動してまちづくり
を推進し、市民自治の実現を目指します。

前　文

第１章　総　則
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　　　第 1節　市民
　（市民の権利）
第５条　市民は、議会及び執行機関が保有する情報
を知る権利があります。

２　市民は、まちづくりの主体として意見を述べ、市政
に参加する権利があります。

３　こどもは、将来のまちづくりの担い手であることから
意見は尊重され、まちづくりに参加することができます。

４　市民は、自主的な活動を通してまちづくりに取り組む
権利があります。

　（市民の役割と責務）
第６条　市民は、コミュニケーションを大切にし、まちづく
りに必要な情報を共有します。
２　市民は、まちづくりの主体として、市政に自主的か
つ積極的に参加するよう努めます。

３　市民は、地域や市民生活における課題を解決する
ため、コミュニティ組織の活動に関心を持ち、参加す
るよう努めます。

４　市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、
積極的に地域や市民生活における課題を発見するよ
う努めます。

５　市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、共に考え、
共に協力し、共に行動して課題の解決に努めます。

６　選挙権又は住民投票権を持つ市民は、その行使の
機会を生かします。
　　　第２節　コミュニティ組織
　（コミュニティ組織の役割と責務）
第７条　コミュニティ組織は、自らの発言と行動に責任を
持ち、自主的かつ自立的な活動を行います。

２　コミュニティ組織は、暮らしやすいまちを築いていける

　（議会の役割と責務）
第９条　議会は、執行機関の事務の管理及び執行を
監視し、議決権等の権限を行使することにより、市民
の意思が市政に反映されるよう努めます。

２　議会は、情報共有、市民参加及び協働を基本とし
たまちづくりを推進し、市民自治の発展及び市民福祉
の向上に努めます。

３　議会は、市民への情報提供を積極的に行い、市民
に開かれた議会運営を行います。
　（議員の役割と責務）
第１０条　議員は、住民（本市の区域内に住所を有す
る者をいいます。以下同じ。）の代表として、市民の
意見を把握し、市政に反映させるよう努めます。

２　議員は、自らの活動に関する情報を市民に提供し、
分かりやすく説明するよう努めます。

　　　第１節　市長等の役割と責務
　（市長の役割と責務）
第１１条　市長は、本市の代表として、責任の重さを自
覚し、この条例に基づき自治を推進します。

２　市長は、市政運営の最高責任者として、市民福祉

第2章　市　民

第3章　議　会

第4章　執行機関

よう、地域で見守り、支えあう活動を行うよう努めます。
３　コミュニティ組織は、地域や市民生活における課題
の解決に向けた活動を行うよう努めます。

４　コミュニティ組織は、地域や市民生活における課題
の解決に向けて、必要に応じて、相互の連携並びに
議会及び執行機関との連携を図ります。
　（コミュニティ組織の尊重）
第８条　市民、議会及び執行機関は、共に考え、共に
協力し、共に行動するコミュニティ組織の自主的かつ
自立的な活動を尊重します。

２　市民、議会及び執行機関は、暮らしやすいまちを
築いていけるよう、互いに情報を共有し、誰もが市政
に参加し、協働を基本としたまちづくりを推進します。
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の向上のため、市民の意思が反映された市政運営
を、公正かつ誠実に行います。
　（執行機関の役割と責務）
第１２条　執行機関は、市民の多様な意見に配慮し、
市民の意思を反映させ、公正かつ誠実に事務の管
理及び執行を行います。

２　執行機関は、情報共有、市民参加及び協働を基
本としたまちづくりを推進し、市民自治の発展及び市
民福祉の向上に努めます。
　（市職員の役割と責務）
第１３条　市職員は、市民福祉の向上のため、自ら積
極的に創意工夫に努め、この条例を遵守し、誠実か
つ効率的に職務を遂行します。

２　市職員は、職務を遂行するために必要な知識、技
能等の習得や能力の向上に自主的に取り組みます。

　　　第２節　市政運営
　（市政運営の原則）
第１４条　市長は、情報共有、市民参加及び協働を基
本としたまちづくりを推進するため、効率的かつ公正
で透明性の高い、市民の視点に立った市政運営を
行います。

２　執行機関は、政策や施策の計画、実施、評価及
び改善のそれぞれの過程において、成果重視の観
点を踏まえた検証を行い、市政運営に反映させます。
　（説明責任及び応答責任）
第１５条　執行機関は、市政の状況又は課題について、
市民に分かりやすく説明し、提案、意見及び要望に
ついては、迅速かつ的確に対応するよう努めます。
　（総合振興計画）
第１６条　市長は、市政運営の指針となる基本構想を
定めるとともに、その実現を図るため基本計画等を策
定し、総合的かつ計画的なまちづくりを推進します。
　（行政手続）
第１７条　執行機関は、市民の権利及び利益を保護す
るため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関
し、公正の確保と透明性の向上を図ります。

　（行政評価）
第１８条　執行機関は、効率的な事務を行うため、適
切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果
を施策に反映させるよう努めます。

２　執行機関は、行政評価の結果を市民に分かりやす
く公表します。
　（財政運営）
第１９条　執行機関は、財源及び地域における資源を
効率的かつ効果的に活用し、長期的かつ安定的な
財政運営に努めます。

２　市長は、健全な財政運営を行い、毎年度の財政
状況を市民に分かりやすく公表します。

　（危機管理）
第２０条　執行機関は、災害等の緊急時に備え、市民
の生命、身体及び財産の安全の確保に努めます。

２　市長は、危機管理に関する計画及び情報共有の
仕組みを整備し、緊急の事態に的確に対応するため
の体制強化に努めます。

　　　第１節　情報共有
　（情報共有）
第２１条　議会及び執行機関は、それぞれが保有する
情報は市民との共有のものであることを認識し、市民
の知る権利を保障し、適切な情報公開及び情報提
供を行うことにより情報共有に努めます。

　（情報の収集及び提供）
第２２条　議会及び執行機関は、まちづくりに関する情
報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供で
きるよう多様な媒体を活用し、効果的かつ公正な情
報提供を行うよう努めます。

　（個人情報の保護）
第２３条　議会及び執行機関は、それぞれが保有する
個人情報を保護します。

第5章　市民参加等
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　　　第２節　市民参加
　（市民参加）
第２４条　議会及び執行機関は、市民が市政に参加で
きるよう多様な参加の機会を提供します。
　（意見の取扱い）
第２５条　議会及び執行機関は、市民参加によって市
民から提出された意見について、それぞれの考え方
及び市政への反映状況について、市民に分かりやす
く公表します。
　（市民参加のための学習支援）
第２６条　執行機関は、市民が市政への関心を高め、
理解を深められるよう学習の機会を設けます。

　　　第３節　協働
第２７条　市民、議会及び執行機関は、地域や市民
生活における課題の解決に向けて、それぞれの自発
的な意思と合意に基づいて協働します。

２　市民、議会及び執行機関は、協働に当たって、企
画立案の段階から十分な協議を行います。

３　執行機関は、協働によるまちづくりを推進するため、
市民及びコミュニティ組織の自主性及び自立性を尊重
し、その活動に対する支援を行います。
　　　第４節　住民投票
第２８条　市長は、市政に係る重要事項について、住
民の意思を把握する必要があると認めるときは、住民
投票を実施することができます。

２　住民は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に
基づく直接請求に準じ、その代表者から市長に対し、
住民投票の実施を請求することができます。

３　住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、
別に条例で定めます。

４　執行機関は、住民投票の実施に当たって、その参
加者が適切な判断を行えるよう、十分な情報提供を
行うよう努めます。

５　議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重します。

　（条例の普及）
第３１条　執行機関は、市民と互いに協力し、この条
例の普及啓発に努めます。

２　執行機関は、市内の学校と連携し、この条例の趣
旨について、こどもたちに学ぶ機会を設けるよう努め
ます。
　（条例の検証）
第３２条　市長は、この条例による実施状況を検証し、
この条例の見直し等の必要があると認めるときは、必
要な措置を行います。

　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

　　　第５節　連携と協力
　（国及び他の地方公共団体との連携と協力）
第２９条　議会及び執行機関は、広域的な視点から共
通する課題を解決するため、国及び他の地方公共
団体と相互に連携し協力します。

　（国際社会における連携と協力）
第３０条　市民、議会及び執行機関は、平和、人権、
文化及び環境の問題に積極的に取り組むため、国際
社会における連携と協力に努めます。

第6章　条例の実効性の確保

附　則
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